
公共下水道事業受益者負担金減免承認(不承認)決定通知書

様式第９号（第1 3条関係）

様

台帳番号賦課年度

豊郷町下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則第13条第２項の規定により次のとおり通知します。

　　　　　　　　　　　付けで申請がありました受益者負担金（分担金）の減免については次のとおり決定しましたので、

土　　地　　の　　所　　在

現 況 地 目
大字

地　　積
　　　(㎡)

当 初 決 定 額
　　　　　　円

　※ 上記決定について不服があるときは、この通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、町長に対して異議申立てををすることができます。

減　免　率
　　　　　％

減　　免　　額
　　　　　　円

減免理由
(裏面参照)地　　番

決　　定　　額
　　　　　　円小字
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表記の通知書、｢減免理由｣の欄については、次の表を参照ください。

　一般庁舎用地

　警察法務収容施設用地

　有料の国家公務員等の宿舎用地

　国等が企業の用に供している用地

　国が企業の用に供することえを決定した土地

　公の生活扶助を受けている者

　学校教育法による学校用地

　社会教育法による図書館、公民館、博物会館

　社会福祉事業法による社会福祉施設用地

　厚生大臣が定める者等が開設する病院用地

　宗教法人が本来の目的のために使用する土地

　鉄道用地　線路敷地

　鉄道用地　駅舎

　鉄道用地　踏切敷地

　鉄道用地　駅前広場

　鉄道用地　公衆用道路水路 　事業所で一敷地 5,000㎡を超える土地

　その他

１９

２０

２１

　一敷地 600㎡を超える土地

　同和対策減免（200㎡以外）

　同和対策減免（200㎡以内）

　豊郷町の公共下水道施設設置基準に適合した開発

　区域の土地

　国等の公営住宅用地

　墓地

　自治会等の集会所等

　消防器具、備品等の格納庫の敷地

　文化財保護法による国宝、重要文化財等

　遺跡、史跡保存用地

　公共下水道管を敷設した私道用地

　児童福祉法による児童遊園

　都市公園法による都市公園

　国等の普通財産である土地


